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名    称 小野神田地区地区計画 

位    置 
栗東市小野字中柿添の一部、字神田の一部、字中菅井の一部、 

字旦内の一部、字上茂中の一部、字下柿添の一部、字カフリコの一部 

面    積 約3.3ha 

 

 

 

 

地区計画の目標 

 本地区は、ＪＲ手原駅より南東約700ｍ、名神高速道路栗東インタ

ーより東約400ｍに位置し、周辺における商業・業務を中心とした都

市機能が集積した生活利便性の高い地区である。 

 さらに、近年の商業・業務や住宅需要の高まりとともに、今後、沿

道利便施設の立地等によりさらなる発展が期待できる地区である。 

 こうした本地区の特徴を生かし、秩序ある商業業務沿道空間の創出

と周辺環境と調和したゆとりと潤いある快適な住宅地の誘導により、

魅力的な市街地の形成を図ることを目標とする。 
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土地利用の方針 

 建物用途の混在による居住環境の悪化を防止するため、戸建専用住

宅を主体とする「戸建住宅地区」と区域内の日常生活に必要な利便施

設を主体とする「商業・業務地区」に区分し、それぞれの地区にふさ

わしいまちづくりを誘導するため、土地利用の方針を次のように定め

る。 

1.戸建住宅地区 

 閑静な落ち着きのある良好な住環境の形成を図り、周辺環境と調和

のとれたゆとりと潤いが感じられる緑豊かな特色ある戸建住宅地とし

ての土地利用を図る。 

2.商業・業務地区 

周辺環境と調和のとれた幹線道路の沿道にふさわしい土地利用を図

る。 

 

地区施設の 

整備の方針 

 良好な市街地環境の形成を図るため、地区内居住者の安全性と快適

性が保たれた道路、公園を適切に配置する。また、下流河川及び周辺

地域への影響を及ぼさないよう雨水貯留施設を適切に配置する。 

 
 

建築物等の 

整備の方針 

 ゆとりと潤いのある良好な市街地環境の維持・増進を図るため、建

築物等の用途の制限、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の容積率

の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、日影規制、建築物等の高

さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限、建築物の緑化率の最

低限度、垣またはさくの構造の制限を定める。 

 

 

 

 

 

その他 

当該地区の整備、

開発及び保全に関

する方針 

 地区内における緑豊かな市街地環境を形成・保全し、地区の個性や

魅力を創出するために、その他当該地区の整備、開発及び保全に関す

る方針を次のように定める。 

1.戸建住宅地区 

(1)道路沿道への積極的な緑化推進により、緑視効果を高め、緑に

囲まれた景観形成に努める。 

(2)オープン外構の推進かつ門灯や庭園灯の設置推進により、住宅

地内における防犯効果を高める。 

2.商業・業務地区 

(1)戸建住宅地区と調和のとれた道路沿道への緑化を推進する。 

(2)地域周辺居住者の生活利便施設を誘導し、にぎわいのある 

    商業・業務空間の創出に努める。 

 

 
大津湖南都市計画地区計画の決定（栗東市決定） 

 
大津湖南都市計画小野神田地区地区計画を次のように決定する。 
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地区施設 

の配置お 

よび規模 

道路 
幅員9.0ｍ    延長約107ｍ（歩道2.0ｍ含む） 

幅員6.0ｍ～6.5ｍ 延長約570ｍ 

歩道2.0ｍ    延長約34ｍ 

公園 1箇所 

雨水貯留 

施設 
1箇所 

地区の区分の名称 戸建住宅地区 商業・業務地区 
地区の区分の面積 約1.6ｈａ 約1.7ｈａ 
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建築物等の 

用途の制限 

 建築することができる建築物

は、次に掲げるものとする。 

1 戸建専用住宅 

2 戸建住宅で事務所、店舗その

他これらに類する用途を兼ね

るもののうち、延べ面積の2分

の1以上を居住の用に供し、か

つ、次に掲げる用途でこれら

の用途に供する部分の床面積

の合計が50㎡以下のもの 

(1)事務所（汚物運搬用自動車危

険物運搬用自動車その他これ

らに類する自動車で国土交通

大臣が指定するもののための

駐車施設を同一敷地内に設け

て業務を運営するものを除く

。） 

(2)日用品の販売を主たる目的と

する店舗又は食堂若しく喫茶

店 

(3)理髪店、美容院、クリーニン

グ取次店、質屋、貸衣装屋、

貸本屋その他これらに類する

サービス業を営む店舗 

(4)洋服店、畳屋、建具屋、自転

車店、家庭電気器具店その他

これらに類するサービス業を

営む店舗（原動機を使用する

場合にあってはその出力の合

計が0.75KW以下のものに限る

。） 

(5)自家販売のために食品製造業

（食品加工業を含む。）を営

むパン屋、米屋、豆腐屋、菓

子屋その他これらに類するも

の（原動機を使用する場合に

あっては、その出力の合計が

0.75KW以下のものに限る。） 

 

 建築することができる建築物

は、戸建住宅地区の部に掲げる 

もののほか、次に掲げるものと

する。 

1 店舗、飲食店その他これらに 

類する用途に供するもののう

ち建築基準法施行令第130条の

5の3に定めるもので、その用

途に供する部分の床面積の合

計が1,500㎡以下のもの（3階

以上の部分をその用途に供す

るものを除く。） 

2 事務所その他これに類する用

途に供するもので、その用途

に供する部分の床面積の合計

が1,500㎡以下のもの（3階以

上の部分をその用途 に供す

るものを除く。） 

3 公益上必要な建築物のうち建

築基準法施行令第130条の4に

定めるもの 

4 幼稚園 

5 老人ホーム 

6 保育所 

7 身体障害者福祉ホーム 

8 診療所 

9 巡査派出所 

10 病院 

11 前10項の建築物に付属する

もの 
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(6)学習塾、華道教室、囲碁教室

その他これらに類する施設 

(7)美術品又は工芸品を製作する

ためのアトリエ又は工房（原

動機を使用する場合にあって

は、その出力の合計が0.75KW

以下のものに限る。） 

3 当該地区住民の社会教育的な

活動、自治活動の目的の用に

供するための公民館、集会所

その他これらに類するもの 

4 前3項の建築物に付属するも

 の 

 

建築物の容積率

の最高限度 
200％ 

建築物の建ぺい 

率の最高限度 
60％ 

建築物の敷地 

面積の最低限度 
180㎡ 

日影規制 第二種中高層住居専用地域の基準 

建築物等の高さ 

の最高限度 
10ｍ 

1 12ｍ 

2 建築物の各部分の地盤面から

の高さは、当該部分から前面

道路の反対側の境界線または

隣地境界線までの真北方向の

水平距離に0.6を乗じて得たも

のに10ｍを加えたもの以下と

する。 

建築物等の形態 

又は意匠の制限 

(1)建築物等は、周辺の景観及び街並みと調和する形態、意匠とす

る。 

(2)建築物等は、派手な色彩を避け、周辺環境に配慮した落ち着き

のある色調とする。 

緑化率の 

最低限度 
 敷地面積から建築面積を引いた面積の20％（緑地面積算定基準

は栗東市景観計画に基づく。） 

垣又はさくの 

構造の制限 

 道路に面して垣又はさく(門扉及びこれに附属する部分を除く。

)を設ける場合は、その構造は、縦格子フェンス等透視可能なもの

とする(土塀、コンクリート塀、板塀等にしてはならない。)。 

 ただし、地盤面より天端高0.6ｍ以下の上記のフェンスの 

基礎石(コンクリート、ブロック等)は、この限りではない。 

○「区域及び地区整備計画は計画図表示のとおり」 

○理 由 

 本地区は、ＪＲ手原駅より南東約 700ｍ、名神高速道路栗東インターより東約 400ｍに位

置し、周辺における商業・業務を中心とした都市機能が集積した生活利便性の高い地区であ

る。 

また、近接する小野下茂中地区地区計画と一体的なまちづくりを目指している。 

こうした地域性を活かし、周辺居住者の生活利便施設として商業・業務機能を有した地区

の創出と、周辺環境と調和したゆとりと潤いある快適な住宅地の誘導により、魅力的な市街

地の形成を図るため、地区計画の都市計画決定を行うものである。 

 


